
上越市附属機関設置条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第２号  

上越市附属機関設置条例                   

（別紙のとおり） 

 

上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

            上越市長  中 川 幹 太     

 

上越市条例第３号  

上越市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例              

（別紙のとおり）  

 

上越市印鑑条例及び上越市手数料条例の一部を改正する条例

をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第４号  

上越市印鑑条例及び上越市手数料条例の一部を改正する

条例                  

（別紙のとおり）  

 



上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第５号  

上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり） 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太    

 

上越市条例第６号  

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太    

 

上越市条例第７号  

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

 



教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念す

る義務の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第８号  

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専

念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり） 

 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を

ここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太    

 

上越市条例第９号  

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例                  

（別紙のとおり）  

 

上越市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第１０号  

上越市特別会計条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

 



上越市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第１１号  

上越市手数料条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり） 

 

上越市監査委員条例等の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第１２号  

上越市監査委員条例等の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市斎場条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第１３号  

上越市斎場条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

 

 

 

 

 



上越市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第１４号  

上越市介護保険条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公

布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第１５号  

上越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市福祉交流プラザ条例の一部を改正する条例をここに公

布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第１６号  

上越市福祉交流プラザ条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

 

 

 

 



上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第１７号  

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市都市公園条例及び上越市道路占用料等徴条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太    

 

上越市条例第１８号  

上越市都市公園条例及び上越市道路占用料等徴条例の一

部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市漁港管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第１９号  

上越市漁港管理条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

 



上越市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布

する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第２０号  

上越市水道事業給水条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第２１号  

上越市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例                  

（別紙のとおり）  

 

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第２２号  

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例                  

（別紙のとおり）  

 

 



上越市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第２３号  

上越市立学校条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市保健センター条例の一部を改正する条例をここに公布

する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太    

 

上越市条例第２４号  

上越市保健センター条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

上越市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第２５号  

上越市体育施設条例の一部を改正する条例                   

（別紙のとおり）  

 

 

 

 

 

 



三の輪台いこいの広場条例を廃止する条例をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太  

 

上越市条例第２６号  

三の輪台いこいの広場条例を廃止する条例                  

（別紙のとおり）  

 

上越市青少年野外活動施設条例を廃止する条例をここに公布

する。  

令和６年３月２２日  

             上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市条例第２７号  

上越市青少年野外活動施設条例を廃止する条例                   

（別紙のとおり）  

 



 

上越市附属機関設置条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づく附属機関の設置に関し、法律又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（設置） 

第２条 別表第１に定めるところにより、執行機関に附属機関を設置する。 

２ 前項に定めるもののほか、執行機関が必要と認めるときは、別表第２に定めるところに

より附属機関を設置することができる。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌する事務は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関の委員（以下「委員」という。）の定数は、別表第１及び別表第２に定め

るとおりとする。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２に掲げる者のうちから、執行機関が委嘱し、又は任命す

る。 

３ 委員の任期は、別表第１及び別表第２に掲げるとおりとし、再任を妨げない。ただし、

欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属す

る執行機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 別表第１の規定にかかわらず、上越市入札監視委員会について、この条例の施行の日以

後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、同表中「２年」とあるのは「１年」とする。 

 

別表第１（第２条―第４条関係） 

執行機関 附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 

市長 上越市入

札監視委

員会 

１ 本市の入札及び契

約の実施状況につい

て報告を求め、その

理由及び経緯を調査 

６人以

内 

１ 学識経験者 

２ 公募に応じた市

民 

３ その他市長が必 

２年 

      



 

  及び審議すること。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

 要と認める者  

 上越市新

産業創造

支援事業

審査委員

会 

１ 上越市新産業創造

支援事業補助金の交

付事業者の選定に関

すること。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

１０人

以内 

１ 学識経験者 

２ 関係団体の代表

者 

３ その他市長が必

要と認める者 

２年 

 メイド・

イン上越

認証等審

査委員会

（工業製

品） 

１ メイド・イン上越

（工業製品）の認証

及び認証の更新に関

すること。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

１０人

以内 

１ 学識経験者 

２ 事業者 

３ 関係団体の代表

者 

４ その他市長が必

要と認める者 

２年 

 メイド・

イン上越

認証等審

査委員会

（ 特 産

品） 

１ メイド・イン上越

（特産品）の認証及

び認証の更新に関す

ること。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

１０人

以内 

１ 学識経験者 

２ 事業者 

３ その他市長が必

要と認める者 

２年 

 

別表第２（第２条―第４条関係） 

執行機関 附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 

市長 上越市災

害義援金

配分委員

会 

１ 義援金の配分の対

象及び基準に関する

こと。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

１０人

以内 

１ 公共的団体の代

表者 

２ その他市長が必

要と認める者 

委嘱の

日から

当該配

分が終

了する

日まで 

 上越市立

保育園の

民間移管

に関する

事業者選

定委員会 

１ 保育園の移管先事

業者の選定に関する

こと。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

１０人

以内 

１ 学識経験者 

２ 関係団体の代表

者 

３ 地縁団体等の代

表者 

４ 市の職員 

５ その他市長が必

要と認める者 

委嘱又

は任命

の日か

ら当該

選定が

終了す

る日ま

で 

 上越市森

林経営管

理実施権

の設定を

受ける民

間事業者

選定委員

会 

１  森林経営管理法

（平成３０年法律第

３５号）第３６条第

３項の規定による経

営管理実施権の設定

を受ける民間事業者

の選定に関するこ

と。 

２ その他市長が必要

と認めること。 

５人以

内 

１ 市の職員 

２ 関係行政機関の

職員 

委嘱又

は任命

の日か

ら当該

選定が

終了す

る日ま

で 



 

      
市長又は

教育委員

会 

指定管理

者の選定

に係る委

員会 

１ 各公の施設におけ

る指定管理者の候補

者の選定に関するこ

と。 

２ その他市長又は教

育委員会が必要と認

めること。 

それぞ

れの委

員会ご

とに７

人以内 

１ 学識経験者 

２ 施設の利用者の

代表者 

３ 市の職員 

４ その他市長又は

教育委員会が必要

と認める者 

委嘱又

は任命

の日か

ら当該

選定等

が終了

する日

まで 

 契約の相

手方の選

定に係る

委員会 

１ 本市の委託業務、

財産の売却等に係る

契約の相手方の選定

に関すること。 

２ その他市長又は教

育委員会が必要と認

めること。 

それぞ

れの委

員会ご

とに 

１０人

以内 

１ 学識経験者 

２ 市の職員 

３ その他市長又は

教育委員会が必要

と認める者 

委嘱又

は任命

の日か

ら当該

選定等

が終了

する日

まで 

 



 

   上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年上越市条例第１２３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

⑸ 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務をいう。 

⑹ 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

第３条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、

同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表

の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「当該特定個人情報」を「当

該利用特定個人情報」に改め、同条第４項中「特定個人情報」の次に「又は利用特定個人情

報」を加える。 

   附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 

 



 

   上越市印鑑条例及び上越市手数料条例の一部を改正する条例 

（上越市印鑑条例の一部改正） 

第１条 上越市印鑑条例（昭和５０年上越市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

第１６条中「民間事業者が設置する」を削り、同条第１号中「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７

項に規定する個人番号カードであって、」を削る。 

（上越市手数料条例の一部改正） 

第２条 上越市手数料条例（平成１２年上越市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第３号中「民間事業者が設置する」を削る。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 



 

   上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４６年上越市

条例第７６号）の一部を次のように改正する。 

 別表上越市災害弔慰金等支給審査委員会の項の次に次のように加える。 

上越市入札監視委員会 
委員長 〃 １５，０００円 

委員 〃 ５，０００円 

上越市新産業創造支援事業審査委員会 委員 〃 １５，０００円 

メイド・イン上越認証等審査委員会 委員 〃 １５，０００円 

上越市立保育園の民間移管に関する事

業者選定委員会 
委員 

職務（対象団体の財務状況の審

査を 除く。）１回につ き 

５，０００円 

職務（対象団体の財務状況の審

査に限る。）一の団体の審査に

つき ５，０００円 

 

 

 

指定管理者の選定に係る委員会 

委員（学識

経験者） 

職務（対象団体の財務状況の審

査を 除く。）１回につ き 

１５，０００円 

職務（対象団体の財務状況の審

査に限る。）一の団体の審査に

つき ５，０００円 

 

委員（学識

経 験 者 以

外） 

職務１回につき ５，０００円 

契約の相手方の選定に係る委員会 

委員（学識

経験者） 
〃 １５，０００円 

委員（学識

経 験 者 以

外） 

〃 ５，０００円 

 別表学校薬剤師の項中「９６，０００円」を「１５２，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４７年上越市条例第４１号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「５２９，４００円」を「５３１，０００円」に改め、同条第２号中   

「４６８，４００円」を「４６９，８００円」に改め、同条第３号中「４４０，８００円」

を「４４２，１００円」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 特別職の職員の給与に関する条例（昭和４７年上越市条例第４２号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第１号中「９６６，３００円」を「９６９，２００円」に改め、同条第２号中   

「７２９，２００円」を「７３１，４００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



 

   教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和４７年上越市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「６３０，７００円」を「６３２，６００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和４６年上越市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

第２６条第１項第１号中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同項

第２号中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

第２９条第５項に後段として次のように加える。 

  この場合において、第２２条の２中「前条第１項」とあるのは、「第２９条第１項」

と読み替えるものとする。 

第３５条を第３６条とし、第３１条から第３４条までを１条ずつ繰り下げる。 

第３０条中「前４条」を「前５条」に改め、同条を第３１条とし、第２９条の次に次の

１条を加える。 

（会計年度任用職員の勤勉手当） 

第３０条 会計年度任用職員の勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

て「基準日」という。）のそれぞれを起算日として１月以前から引き続いて基準日に在

職する任期の定めが６月以上の会計年度任用職員（これに準ずる者として規則で定める

職員を含む。）に対して、基準日以前６月以内の期間における当該会計年度任用職員の

勤務成績に応じて、第２３条第１項に規定する支給日に支給する。 

２ 会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基

準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する

会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に

１００分の５０を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受け

るべき報酬及び給料の月額並びにこれらに対する地域手当に相当する報酬の月額又は地

域手当の月額の合計額とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当は、第２２条の２及び第 

２２条の３の規定を準用する。この場合において、第２２条の２中「前条第１項」とあ

るのは「第３０条第１項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第 

３０条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第３項第３号において同じ。）か

ら」と、「支給日」とあるのは「支給日（第３０条第１項に規定する規則で定める日を

いう。以下この条及び次条第１項において同じ。）」と読み替えるものとする。 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 



 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和５年上越市条例第 

４１号）の一部を次のように改正する。 

  第２９条第２項の改正規定中「１００分の１３０」を「１００分の１２２．５」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年上越市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

  第７条第２項中「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除

く。次条において同じ。）」を削る。 

  第８条中「育児休業をした職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員を除く。）」を加える。 



 

上越市特別会計条例の一部を改正する条例 

上越市特別会計条例（昭和４６年上越市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１条第４号を削る。  

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

上越市手数料条例の一部を改正する条例 

上越市手数料条例（平成１２年上越市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１４３号を第１４４号とし、第１２０号から第１４２号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第１１９号ア中「第１１６号」を「第１１７号」に改め、同号イ中「第１１６号ア」

を「第１１７号ア」に改め、同号ウ中「第１１６号イ」を「第１１７号イ」に改め、同号エ中

「第１１６号ウ」を「第１１７号ウ」に改め、同号を同条第１２０号とし、同条第１１８号を

同条第１１９号とし、同条第１１７号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律施行規則第３条第２項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

第２５条第２項」に改め、同号を同条第１１８号とし、同条第１１６号中「第１１８号」を

「第１１９号」に改め、同号を同条第１１７号とし、同条第１１５号中「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律施行規則」に改め、同号を同条第１１６号とし、同条中第１１２号から第１１４号ま

でを１号ずつ繰り下げ、同条第１１１号ア中「第１０９号ア」を「第１１０号ア」に改め、同

号イ中「第１０９号イ」を「第１１０号イ」に改め、同号を同条第１１２号とし、同条第    

１１０号を同条第１１１号とし、同条第１０９号アの表中「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同号

を同条第１１０号とし、同条中第１０４号から第１０８号までを１号ずつ繰り下げ、同条第  

１０３号中「第１０１号」を「第１０２号」に改め、同号を同条第１０４号とし、同条第    

１０２号中「第１０６号」を「第１０７号」に改め、同号を同条第１０３号とし、同条第    

１０１号中「第１０３号及び第１０４号」を「第１０４号及び第１０５号」に、「第９９号の

表」を「第１００号の表」に改め、同号を同条第１０２号とし、同条第１００号を同条第   

１０１号とし、同条第９９号の表中「第１０２号の表」を「第１０３号の表」に改め、同号を

同条第１００号とし、同条第９８号を同条第９９号とし、同号の前に次の１号を加える。 

（９８） 大規模の修繕又は大規模の模様替における建築物の敷地等と道路との関係に関する制

限又は道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請手数料 １件につき２万７，０００

円 

 第５条第１項第２号ア中「第２条第１１３号」を「第２条第１１４号」に改め、同号イ中

「第２条第１１４号」を「第２条第１１５号」に改め、同号ウ中「第２条第１１５号」を「第

２条第１１６号」に改め、同号エ中「第２条第１３７号」を「第２条第１３８号」に改め、同

号オ中「第２条第１３８号」を「第２条第１３９号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

上越市監査委員条例等の一部を改正する条例 

 （上越市監査委員条例の一部改正） 

第１条 上越市監査委員条例（昭和４６年上越市条例第８８号）の一部を次のように改正す

る。 

第６条第１項中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改め、

同条第２項中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

（上越市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 上越市病院事業の設置等に関する条例（平成１１年上越市条例第４１号）の一部を

次のように改正する。 

第４条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

（上越市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 上越市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年上越市条例第６０号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

上越市斎場条例の一部を改正する条例 

上越市斎場条例（昭和４７年上越市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第１条の表中「上越市大字居多７７６番地」を「上越市大字居多７９０番地１」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において「住民等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

⑴ 死亡時に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく本市の住民基本台帳に

記録されていた者 

⑵ 本市の住民基本台帳に記録されている者 

⑶ 本市に主たる事務所又は事業所を有する者（産汚物及び臓器を火葬する場合に限る。） 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とする。 

第６条中「申請者が」を削り、「免除」を「免除し、」に改め、同条第１号中「生活保護

法」を「申請者が生活保護法」に改め、同条第２号中「特別」を「その他市長が特別」に改

め、同条を第７条とする。 

第５条第２項を削り、同条を第６条とする。 

第４条第２項中「申請者が、本市の住民」を「火葬される者又は申請者が、住民等」に改

め、同条を第５条とする。 

第３条第１号ア中「午前９時３０分から午後３時まで」を「午前１０時から午後４時３０

分まで」に改め、同号イを次のように改める。 

イ その他の施設 午前９時から午後５時まで 

第３条第２号を次のように改める。 

⑵ 頸北斎場 次のとおりとする。 

 ア 火葬炉 午前１０時３０分から午後５時まで  

イ 小動物火葬炉 午前９時から午後５時まで  

ウ その他の施設 午前９時から午後５時まで 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（施設） 

第３条 斎場の施設は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 上越斎場  

  ア 火葬炉 

  イ 告別室 

  ウ 待合室 



 

  エ 収骨室 

  オ 告別収骨予備室 

  カ 多目的室 

  キ 霊安室 

  ク その他附属施設 

 ⑵ 頸北斎場 

  ア 火葬炉 

  イ 小動物火葬炉 

  ウ 告別ホール 

  エ 待合室 

  オ 収骨室 

  カ 霊安室 

  キ その他附属施設 

別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

区分 単位 住民等 その他の者 

火葬炉 

１２歳以上 
１体につき 

１０，０００円 ３０，０００円 

１２歳未満 ６，０００円 １８，０００円 

死胎及び身体の一部

（臓器を除く。） １件につき 
２，８００円 ８，４００円 

産汚物及び臓器 １，４００円 ４，２００円 

小動物

火葬炉 

小動物等（頸北斎場

に限る。） 

５kg 未満１体

につき 
７，５００円 １５，０００円 

５kg 以上１５

kg 未満１体に

つき 

１０，０００円 ２０，０００円 

１５ kg 以 上 

３０kg 未満１

体につき 

１２，０００円 ２４，０００円 

３０kg 以上１

体につき 
１５，０００円 ３０，０００円 

多目的室（上越斎場に限る。） １時間につき １，７００円 ３，４００円 

霊安室 
１ 棺 に つ き 

２４時間ごと 
２，０００円 ６，０００円 

備考  

１ この表に定める「住民等」の区分の適用については、火葬される者又は申請者が 

住民等に該当する場合とする。 



 

２ 多目的室（上越斎場に限る。）の使用時間が１時間に満たないときは、１時間と 

して計算する。 

３ 霊安室の使用時間が２４時間に満たないときは、２４時間として計算する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同

日前の使用については、なお従前の例による。 



 

上越市介護保険条例の一部を改正する条例 

 上越市介護保険条例（平成１２年上越市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項第１号中「３万２，１００円」を「２万８，７００円」に改め、同項第２号

中「４万１，０００円」を「３万５，７００円」に改め、同項第３号中「４万５，０００円」

を「３万９，９００円」に改め、同項第４号中「７万３，８００円」を「６万９，７００円」

に改め、同項第５号中「８万２００円」を「７万７，４００円」に改め、同項第６号中「９

万２，３００円」を「８万９，１００円」に改め、同項第７号中「５０万円以上１２５万円

未満のもの ９万６，３００円」を「５０万円以上９０万円未満のもの ９万２，９００円」

に改め、同項第８号中「１２５万円以上１６０万円未満のもの １０万７，５００円」を

「９０万円以上１２５万円未満のもの １０万７００円」に改め、同項第９号中「 

１６０万円以上２００万円未満のもの １０万８，３００円」を「１２５万円以上１６０万

円未満のもの １１万２，３００円」に改め、同項第１０号中「第３９条第１項第９号」を

「第３９条第１項第１０号」に、「２００万円以上２５０万円未満のもの １３万 

２，４００円」を「１６０万円以上２００万円未満のもの １２万円」に改め、同項第１１

号中「第３９条第１項第９号」を「第３９条第１項第１１号」に、「２５０万円以上 

３５０万円未満のもの １５万６，４００円」を「２００万円以上２５０万円未満のもの  

１４万３，２００円」に改め、同項第１２号中「第３９条第１項第９号」を「第３９条第１

項第１２号」に、「３５０万円以上５００万円未満のもの １８万５００円」を「 

２５０万円以上３５０万円未満のもの １７万４，２００円」に改め、同項第１３号中「第

３９条第１項第９号」を「第３９条第１項第１３号」に、「５００万円以上７００万円未満

のもの ２０万８，６００円」を「３５０万円以上５００万円未満のもの ２０万 

５，２００円」に改め、同項第１４号中「第３９条第１項第９号」を「第３９条第１項第 

１３号」に、「７００万円以上９００万円未満のもの ２１万６，６００円」を「５００万

円以上７００万円未満のもの ２４万３，９００円」に改め、同項第１５号中「２２万 

４，６００円」を「２９万４，２００円」に改め、同号を同項第１７号とし、同号の前に次

の２号を加える。 

 ⒂ 令第３９号第１項第１３号に掲げる者で合計所得金額が７００万円以上９００万円未 

満のもの ２６万３，２００円 

⒃ 令第３９号第１項第１３号に掲げる者で合計所得金額が９００万円以上１，５００万 

円未満のもの ２８万２，６００円 

 第８条第２項第２号中「１２５万円」を「９０万円」に改め、同項第３号中「１６０万円」

を「１２５万円」に改め、同項第４号中「９００万円」を「１６０万円」に改め、同項第４



 

号の次に次の４号を加える。 

 ⑸ 令第３９条第１項第１０号イ ２００万円 

⑹ 令第３９条第１項第１１号イ ２５０万円 

⑺ 令第３９条第１項第１２号イ ３５０万円 

⑻ 令第３９条第１項第１３号イ １，５００万円 

 第８条第３項第１号中「１万６，１００円」を「１万５，５００円」に改め、同項第２号

中「２万９００円」を「２万２００円」に改め、同項第３号中「４万１，０００円」を「３

万９，５００円」に改める。 

 第１０条第３項中「又は第６号ロ」を「、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第

１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に改める。 

 第１７条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１７条の改正規定及び次項の規定 公布の日 

⑵ 第８条並びに第１０条の改正規定及び附則第３項の規定 令和６年４月１日 

 （適用区分） 

２ 改正後の第１７条の規定は、令和６年１月１日以後に発生した減免を受けようとする事

由から適用し、同日前に発生した減免を受けようとする事由については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の第８条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料から適用し、令和５年度分

までの保険料については、なお従前の例による。 



 

上越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

上越市国民健康保険税条例（昭和４６年上越市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２９条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第２９条の規定は、令和６年１月１日以後に発生した減免を受けようとする事

由から適用し、同日前に発生した減免を受けようとする事由については、なお従前の例に

よる。 



 

上越市福祉交流プラザ条例の一部を改正する条例 

 上越市福祉交流プラザ条例（平成２０年上越市条例第５６号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第３条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第１３号までを１号ずつ繰り上

げる。 

 第５条の表及び第６条の表中「すこやかなくらし包括支援センター」を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年上越市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければならない」を「掲示す

るとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されること

を目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該

当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。 

第３５条第３項中「同項第１号又は第２号」を「同号又は同条第２号」に改め、「、「同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を削る。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育

を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」を、「利用定員」の次に「の

総数」を加える。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録

に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日 

⑵ 第２３条の改正規定 令和６年４月１日 

 



 

上越市都市公園条例及び上越市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 （上越市都市公園条例の一部改正） 

第１条 上越市都市公園条例（昭和４６年上越市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第２⑶の表電柱その他これに類するものの部中「５４０円」を「５９０円」に、

「８３０円」を「９００円」に、「１，１００円」を「１，２００円」に、「４８０円」

を「５３０円」に、「７７０円」を「８４０円」に、「４８円」を「５３円」に改め、同

表水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの部中「４３円」を「４７円」に、

「５８円」を「６３円」に、「１２０円」を「１３０円」に、「２９０円」を「３２０円」

に、「５８０円」を「６３０円」に改め、同表変圧塔その他これに類するもの及び公衆電

話所の部中「９６０円」を「１，１００円」に改め、同表郵便差出箱及び信書便差出箱の

部中「４００円」を「４４０円」に改め、同表標識の部中「７７０円」を「８４０円」に

改める。 

 （上越市道路占用料等徴収条例の一部改正） 

第２条 上越市道路占用料等徴収条例（昭和４６年上越市条例第１２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の部中「５４０円」を「５９０円」に、

「８３０円」を「９００円」に、「１，１００円」を「１，２００円」に、「４８０円」

を「５３０円」に、「７７０円」を「８４０円」に、「４８円」を「５３円」に、「 

 ４７０円」を「５１０円」に、「２９０円」を「３２０円」に、「９６０円」を「 

 １，１００円」に、「４００円」を「４４０円」に改め、同表法第３２条第１項第２号に

掲げる物件の部中「４３円」を「４７円」に、「５８円」を「６３円」に、「１２０円」

を「１３０円」に、「２９０円」を「３２０円」に、「５８０円」を「６３０円」に改め、

同表法第３２条第１項第３号に掲げる施設の部中「１０円」を「１１円」に、「７７０円」

を「８４０円」に、「４８０円」を「５３０円」に、「２９０円」を「３２０円」に、

「９６０円」を「１，１００円」に改め、同表法第３２条第１項第４号に掲げる施設の部

中「９６０円」を「１，１００円」に改め、同表法第３２条第１項第５号に掲げる施設の

部中「０．００５」を「０．００４」に、「０．００８」を「０．００６」に、「 

０．０１」を「０．００７」に、「９７０円」を「９４０円」に、「５８０円」を「 

５６０円」に、「９６０円」を「１，１００円」に改め、同表政令第７条第１号に掲げる

物件の部中「７７０円」を「８４０円」に、「９７０円」を「９４０円」に改め、同表政

令第７条第２号に掲げる工作物の部中「９６０円」を「１，１００円」に改め、同表政令



 

第７条第３号に掲げる施設の部中「０．０３３」を「０．０３１」に改め、同表政令第７

条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号に掲げる施設の部中「９６円」を「１１０円」

に改め、同表第７条第８号に掲げる施設の部中「０．０１６」を「０．０１２」に、「 

０．０２３」を「０．０１７」に、「０．００５」を「０．００４」に、「０．００８」

を「０．００６」に、「０．０１」を「０．００７」に、「０．０３３」を「０．０２５」

に改め、同表政令第７条第９号に掲げる施設の部中「０．０１６」を「０．０１５」に、

「０．０１２」を「０．０１１」に改め、同表政令第７条第１０号に掲げる施設及び自動

車駐車場の部中「０．０２３」を「０．０２２」に、「０．０１２」を「０．０１１」に

改め、同表政令第７条第１１号に掲げる応急仮設建築物の部中「０．０１６」を「 

０．０１５」に、「０．０２３」を「０．０２２」に、「０．０３３」を「０．０３１」

に改め、同表政令第７条第１２号に掲げる器具の部中「０．０３３」を「０．０２５」に

改め、同表政令第７条第１３号に掲げる施設の部中「０．０１６」を「０．０１５」に、

「０．０２３」を「０．０２２」に、「０．０３３」を「０．０３１」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分）  

２ 第１条の規定による改正後の上越市都市公園条例別表第２の規定及び第２条の規定によ

る改正後の上越市道路占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収す

べき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。 

 



 

上越市漁港管理条例の一部を改正する条例 

上越市漁港管理条例（昭和６０年上越市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

 第１８条第１項中「占用の許可を受けた者」の次に「又は法第４３条第４項に規定する認

定計画実施者（法第４４条第１項に規定する認定計画において法第４２条第２項第２号及び

第３号に掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は法第５０条第１項各号

に掲げる事項を定めた者に限る。）」を加え、「同条第４項」を「法第３９条第４項」に改

める。 

別表第１の２の表３の項中「１５０円」を「１８０円」に、「２２０円」を「２５０円」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用

し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。 



 

上越市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

上越市水道事業給水条例（昭和４６年上越市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



上越市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

上越市公営企業の設置等に関する条例（昭和４６年上越市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２７年上越市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第３条中「６０９，１００円」を「６１０，９００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

上越市立学校条例の一部を改正する条例 

上越市立学校条例（昭和４６年上越市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中上越市立諏訪小学校の項を削り、上越市立清里小学校の項の次に次のように加

える。 

上越市立三和小学校 上越市三和区鴨井７１０番地 

 別表第１上越市立里公小学校の項から上越市立美守小学校の項までを削る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 

上越市保健センター条例の一部を改正する条例 

 上越市保健センター条例（昭和５７年上越市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表大島保健センターの項を削る。  

  附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



上越市体育施設条例の一部を改正する条例 

上越市体育施設条例（昭和４６年上越市条例第１２５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１上越市浦川原プールの部を削る。 

別表第３⑴の表上越市浦川原プールの部を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

三の輪台いこいの広場条例を廃止する条例 

三の輪台いこいの広場条例（平成１５年上越市条例第３号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

上越市青少年野外活動施設条例を廃止する条例 

上越市青少年野外活動施設条例（平成１６年上越市条例第７９号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


